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三井生命保険株式会社（代表取締役社長 有末 真哉）は、平成２７年４月１日より、インター

ネットを利用して、契約者さまからお預かりしたメッセージを将来の保険金等のお支払い時に 

受取人さまへお届けする業界初のサービス１となる『未来メッセージ』の取扱いを新たに開始しま

すので、お知らせいたします。 

記 

１．背 景  

 当社では、従来より“お客さまが生命保険に託されたご家族への想いを、いつ、いかなるとき

もしっかりとお届けすること”が生命保険会社の大切な使命であるという認識のもと、ご家族の

方にも保険の内容をご理解いただく『ご家族登録制度』等のサービスの提供に努めて参りました。 

 今般、こうした使命をより確かなものとするため、契約者さまが保険にご加入されたときの 

「家族への想い」や普段は伝えられなかった「家族への感謝の言葉」といったメッセージを将来

保険金等をお支払いする際にあわせてお届けすることで、受取人さまの経済面だけでなく、精神

的な面からもお役に立ちたいと考え、『未来メッセージ』サービスの取扱いを開始することといた

しました。 

 

２．サ ー ビ ス の 概 要   

 『未来メッセージ』サービスは、当社ホームページのお客さま専用Ｗｅｂサイト「三井生命 

マイページ」から、契約者さまが受取人さまに宛てたメッセージや写真を登録しておき、将来の

死亡保険金・満期保険金・年金等のお支払い時に、当社がそのメッセージを印刷・封緘して、 

受取人さまにお届けするサービスです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 登録されたメッセージの閲覧・修正・削除も「三井生命マイページ」から可能です。 

 データ容量の関係から、保管するメッセージ容量には一定の制限があります。 

『未来メッセージ』サービスの取扱い開始について 
～いまの「想 い」を残 しませんか？～ 

業界初



 対象商品に制限はありません（以下、商品例）。 

死亡保障系商品の例 ベクトル X・メディストック（利率変動型新積⽴保険）、⼤樹ＴＯＰ（定期
保険特約付終⾝保険）、プラウド（終⾝保険)、ドリームクルーズ（外貨建 
終⾝保険） 等

貯蓄･年⾦系商品の例 アベニュー（個⼈年⾦保険）、ドリームフライト（外貨建個⼈年⾦保険）、
ザ・らいふ（養⽼保険）、スター誕⽣（こども保険） 等 

 お届けするメッセージは、自筆証書遺言等の構成要件を満たしませんので、法的な遺言とし

ての効力はありません。 

 

３．サービスのご提供条件等  

 本サービスは三井生命マイページ専用サービスです。ご利用にあたっては、事前に所定の会員

登録が必要です。 

 メッセージの登録は、契約者さま・被保険者さま・受取人さまの関係が以下の形態となって

いる契約が対象となります。なお、満期保険金または年金のお受取りがある保険種類の場合、

メッセージの新規登録は満期日・年金受取開始日の１年前までとなっております。 

死亡保障系商品 契約者さま＝被保険者さま 

貯蓄･年⾦系商品 契約者さま＝被保険者さま＝満期保険⾦受取⼈さま（⼜は年⾦受取⼈さま） 
※こども保険の場合のみ、契約者さま＝満期保険⾦受取⼈さま。 

 本サービスは無料です（三井生命マイページの利用にかかるインターネット接続料金等は 

ご利用者さま負担となります）。 

 お取扱いについての詳細は、当社ホームページ（http://www.mitsui-seimei.co.jp/）を

ご参照ください。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
１当社調べ。国内生命保険会社として、インターネットホームページを利用し契約者さまが随時メッセージを 

登録・変更・削除でき、保険金のお支払い時等において生命保険会社が当該メッセージを受取人さまにお届け 

するサービス。 


